
広 報 さ い 平成 年 月号

村では、平成 年 月 日より、ごみ減量およびリサイ
クル率向上のために、衣服の回収を行っています。
回収されたものは、業者を通じてリユース・リサイクル
されます。

回収場所
佐井村役場 住民福祉課

出し方
衣類は折りたたんで必ず透明ま
たは半透明な袋に入れてくださ
い。
かばん、帽子はそれぞれ分けて
別な袋に入れ、口をしばって出
してください。
手袋など左右があるものは紐で
しばるなどして、バラバラにな
らないように出してください。
（ くつは対象になりません）
ため込んでしまい一度に持って
こられない場合はこまめに分け
て持参してください。
洗濯しても臭いや汚れがある場
合は引取りできませんので、今
までどおり燃えるごみとして出
してください。
新品でタグ、値札などが付いて
いるものは、その部分を取った
状態で出してください。

【お問合せ】住民福祉課 住民係 担当 竹内

【衣服等回収後の流れ】


